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高齢者福祉施設における緊急事態宣言延長を受けた感染防止策の再徹底について 

 

令和２年４月１７日に県の緊急事態措置として、適切な感染防止策の協力要請を行って

いたところですが、今般、国の新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が５月３１日ま

で延長されたことを受け、県では、他県でクラスターの発生報告があり、重症化リスクの

高い高齢者が利用する福祉施設について、更なる感染防止策を別添のとおり要請しました。 

つきましては、あらためて、次の感染防止策の徹底をお願いします。 

 

 

 ○感染防止策 

  ＜引き続き要請する事項＞ 

・ 利用者の健康管理（有症状者の利用の制限など） 

・ 従事者の健康管理（有症状者の自宅待機など） 

   ・ 飲食時や休憩室などでの他の従事者との一定間隔の確保 

・ 複数の従事者が共有するものの定期的な消毒 

・ 緊急の場合を除く面会の禁止 

・ ケアやリハビリテーション等における「３つの密」を避ける取組 

＜新たに要請する事項＞ 

・ 不要不急の外出や県境を越えた移動を控えるよう従事者に周知徹底 

・ 県外からの訪問者との接触を避けるよう、利用者や従事者に周知徹底 

・ 通所又は短期入所サービスについては、家庭等での対応や代替サービスが可能 

な範囲で、利用回数の縮小などの検討を利用者や家族に確認 
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